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ご連絡（「申入れ」活動終了通知） 

 

当団体は、消費者からの情報提供を契機として、貴社が提供する「カンゾコーワ

ドリンク」及び「カンゾコーワ粒」（以下「カンゾコーワ」という。）の商品の容器、

包材、テレビＣＭ、ウェブサイト上の表示（以下「表示・広告」という。）について

調査し、不当景品類及び不当表示防止法上、適法性に疑問を感じる記載があったこ

とから、２０１９年８月２８日付けで「お問い合わせ」を送付し、貴社から、同年

９月２５日付けで回答を受領しました。その後、同年１２月２日付け「再お問い合

わせ」、２０２０年２月２８日付け「再々お問い合わせ」を送付し、いずれも期限内

に回答を受領しました。 

当団体において貴社からの回答を検討した結果、不当景品類及び不当表示防止法

上の問題がなお解決されないとの判断に至り、２０２０年９月３日付け「申入書」

により、カンゾコーワには、アルコールを分解する、二日酔いを防止・緩和すると

いった効果・効能があると不特定かつ多数の一般消費者に誤認される表示を行わな

いことを申し入れました。 

この申入れに対して、貴社は、同年１０月１日付けで回答を送付するとともに、

１１月にカンゾコーワ公式ウェブサイトを変更されました。この変更により、公式

サイトそのものでは、当団体が問題を指摘した表示・広告の使用は停止されました。

当団体は、貴社の誠実なご対応を評価するとともに、なお、商品ラベル・包装には

依然として、「飲み会を科学する」などの表示があることから、１２月２４日付け
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で４度目のお問合せを行い、商品ラベル・包装等に関しても、表示の変更を予定さ

れているかについて、質問しました。 

このお問合せに対し、貴社から、２０２１年１月２７日付けで回答を受領しまし

た。この回答において、貴社は、商品ラベル・包装等の表示変更についても検討を

進めており、変更時期は、製品の販売状況を見極めて決定する予定であることを表

明されました。 

以上の経過を踏まえ、当団体は、カンゾコーワの商品ラベル・包装等の表示変更

の予定の表明も含め、表示・広告に対する当団体の指摘する点について、貴社が一

定の改善に取り組まれたことを鑑み、２０２１年４月をもって、貴社に対する「申

入れ」活動を一旦終了することにしましたので、通知します。 

なお、「申入れ」活動は一旦終了しますが、今後も消費者の誤認を招く広告表示

があると判断した場合は申入れ活動を再開します。 

 

貴社とのやり取りは以下の通りです。 

２０１９年８月２８日付けで貴社に対し「お問い合わせ」を送付 

２０１９年９月２５日付けで貴社より回答を受領 
２０１９年１２月２日付けで貴社に対し「再お問い合わせ」を送付 
２０２０年１月７日付けで貴社より回答を受領 
２０２０年２月２８日付けで貴社に対し「再々お問い合わせ」を送付 
２０２０年３月２６日付けで貴社より回答を受領 
２０２０年９月３日付けで貴社に対し「申入書」を送付 
２０２０年１０月１日付けで貴社より回答を受領 
２０２０年１２月２４日付けで貴社に対し「お問合せ（その４）兼回答」を送付 
２０２１年１月２７日付けで貴社より回答を受領 

以上 


